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君津市学校給食費の管理に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(1) 省略 (1) 省略 

 (2) 給食実施小中学生 学校給食を受ける児童又は生徒をいう。 

(2) 省略 (3) 省略 

(3) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者

（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条に規定する保

護者をいう。以下同じ。）その他学校給食を受ける必要がある者

として規則で定めるものをいう。 

(4) 学校給食費負担者 給食実施小中学生            の保護者

（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条に規定する保

護者をいう。以下同じ。）その他学校給食を受ける必要がある者

として規則で定めるものをいう。 

（学校給食費の減免） （学校給食費の減免） 

第５条 市長は、学校給食を受ける児童に係る学校給食費を免除する

ことができる。ただし、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

第１３条に規定する教育扶助（次項において「教育扶助」とい

う。）を受けている場合を除く。 

第５条 

２ 市長は、前項に規定するもののほか、学校給食を受ける生徒（以

下この項において「給食実施中学生」という。）の保護者が当該給

食実施中学生  を含む３人以上の子等を扶養し、かつ、それらの子

等のうち年齢の高い方から３人目以降の子等が給食実施中学生であ

るとき  は、当該３人目以降の給食実施中学生に係る  学校給食費

を免除することができる。ただし、                            

                            教育扶助を受け、又は学校教育法第

１９条に規定する就学援助費が支給されている場合を除く。 

  市長は、給食実施小中学生の保護者                          

                                                    が当該給

食実施小中学生を含む３人以上の子等を扶養し、かつ、それらの子

等のうち年齢の高い方から３人目以降の子等が給食実施小中学生で

あるときは、当該３人目以降の給食実施小中学生に係る学校給食費

を免除することができる。ただし、生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）第１３条に規定する教育扶助を受け、又は学校教育法第

１９条に規定する就学援助費が支給されている場合を除く。 

３ 市長は、前２項に規定するもののほか、特別の理由があると認め ２ 市長は、前項  に規定するもののほか、特別の理由があると認め
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るときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。 るときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。 

附 則 附 則 

（令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの中学校の学校給

食費の徴収に関する特例） 

５ 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間に実施する学

校給食に係る学校給食費については、第３条第１項の規定にかかわ

らず、学校給食を受ける生徒の保護者からは徴収しない。 

 

  

 


